
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政 策 の 名 称  パーソナル無線の免許の有効期間の特例の廃止 府省名 総務省 

根拠となる法令 
■法律      □政令     □府省令     □告示     □その他 

電波法 

規 制 の 区 分  □新設等              □緩和               ■廃止 

 

点検項目 評価の実施状況 課題

分析対象期間 ■設定あり □設定なし  

ベースライン ■設定あり □設定なし  

費
用
の
分
析 

遵 守 費 用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

行 政 費 用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

そ の 他 の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

便 益 の 分 析  □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし ①

費用と便益の 
関 係 の 分 析  

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

代替案の設定 □設定あり ■想定される代替案なし □設定なし  

 
規制緩和の 

場合 
□廃止案を代替案としている □廃止案を代替案としていない  

代替案との 
比較 

□費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 ■比較なし  

レビューを行う 
時期又は条件 

■設定あり □設定なし ②

【課題の説明】 

① 便益について、「現在、パーソナル無線用に割り当てられている周波数帯を、通信量の増加により周波数

需要が増大している携帯電話用に割り当てることは、電波の有効利用に資するものである」と記載してい

るが、これは本件規制とは別個の制度である周波数割当計画の変更に係る便益であると考えられるため、

この点を踏まえて適切に説明する必要がある。 

 

② レビューを行う時期又は条件について、「電波法の一部を改正する法律の施行後５年以後に、必要がある

と認めるときは、所要の措置を講ずるものとする」と記載しているが、時期又は条件として明確になって

いないことから、本件規制の内容に応じて適切に明示する必要がある。 

 

 

 


